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1-1 文化財保護法（抜粋）

（昭和二十五年五月三十日法律第二百十四号）

最終改正：令和三年四月二三日法律第二二号

第一章　総則

（この法律の目的）

第一条　この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、

もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢

献することを目的とする。

（文化財の定義）

第二条　この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

一　建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他

の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高

いもの（これらのものと一体をなしてその価値を形成している土

地その他の物件を含む。）並びに考古資料及びその他の学術上価

値の高い歴史資料（以下「有形文化財」という。）

二　演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国

にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの（以下「無形文化財」

という。）

三　衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗

芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他

の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできない

もの（以下「民俗文化財」という。）

四　貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国

にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁りよう、

峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観

賞上価値の高いもの並びに動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含

む。）、植物（自生地を含む。）及び地質鉱物（特異な自然の現象

の生じている土地を含む。）で我が国にとつて学術上価値の高い

もの（以下「記念物」という。）

五　地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土によ

り形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠く

ことのできないもの（以下「文化的景観」という。）

六　周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統

的な建造物群で価値の高いもの（以下「伝統的建造物群」という。）

２　この法律の規定（第二十七条から第二十九条まで、第

三十七条、第五十五条第一項第四号、第百五十三条第一項第一号、

第百六十五条、第百七十一条及び附則第三条の規定を除く。）中「重

要文化財」には、国宝を含むものとする。

３　この法律の規定（第百九条、第百十条、第百十二条、第

百二十二条、第百三十一条第一項第四号、第百五十三条第一項第

十号及び第十一号、第百六十五条並びに第百七十一条の規定を除

く。）中「史跡名勝天然記念物」には、特別史跡名勝天然記念物

を含むものとする。

（政府及び地方公共団体の任務）

第三条　政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文

化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、

将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、そ

の保存が適切に行われるように、周到の注意をもつてこの法律の

趣旨の徹底に努めなければならない。

（国民、所有者等の心構）

第四条　一般国民は、政府及び地方公共団体がこの法律の目的

を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

２　文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的

財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存すると

ともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなけ

ればならない。

３　政府及び地方公共団体は、この法律の執行に当つて関係者

の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。（中略）

第三章　有形文化財

第一節　重要文化財（省略）

第二節　登録有形文化財

（有形文化財の登録）

第五十七条　文部科学大臣は、重要文化財以外の有形文化財（第

百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つているも

のを除く。）のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活

用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録

することができる。

２　文部科学大臣は、前項の規定による登録をしようとすると

きは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴くものとする。

ただし、当該登録をしようとする有形文化財が第百八十三条の五

第一項の規定又は文化観光拠点施設を中核とした地域における文

化観光の推進に関する法律（令和二年法律第十八号）第十六条第

一項の規定による登録の提案に係るものであるときは、この限り

でない。

３　文化財登録原簿に記載すべき事項その他文化財登録原簿に

関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

（告示、通知及び登録証の交付）

第五十八条　前条第一項の規定による登録をしたときは、速や

かに、その旨を官報で告示するとともに、当該登録をされた有

形文化財（以下「登録有形文化財」という。）の所有者に通知する。

２　前条第一項の規定による登録は、前項の規定による官報の

告示があつた日からその効力を生ずる。ただし、当該登録有形

文化財の所有者に対しては、同項の規定による通知が当該所有

者に到達した時からその効力を生ずる。

３　前条第一項の規定による登録をしたときは、文部科学大臣

は、当該登録有形文化財の所有者に登録証を交付しなければな

らない。

４　登録証に記載すべき事項その他登録証に関し必要な事項

は、文部科学省令で定める。

（登録有形文化財の登録の抹消）

第五十九条　文部科学大臣は、登録有形文化財について、第

二十七条第一項の規定により重要文化財に指定したときは、そ

の登録を抹消するものとする。

２　文部科学大臣は、登録有形文化財について、第百八十二条

第二項に規定する指定を地方公共団体が行つたときは、その登

録を抹消するものとする。ただし、当該登録有形文化財について、

その保存及び活用のための措置を講ずる必要があり、かつ、そ

の所有者の同意がある場合は、この限りでない。

３　文部科学大臣は、登録有形文化財についてその保存及び活

用のための措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特殊の事

由があるときは、その登録を抹消することができる。

４　前三項の規定により登録の抹消をしたときは、速やかに、

その旨を官報で告示するとともに、当該登録有形文化財の所有

者に通知する。

５　第一項から第三項までの規定による登録の抹消には、前条

第二項の規定を準用する。

６　第四項の通知を受けたときは、所有者は、三十日以内に登

録証を文部科学大臣に返付しなければならない。

（登録有形文化財の管理）

第六十条　登録有形文化財の所有者は、この法律及びこれに基

づく文部科学省令に従い、登録有形文化財を管理しなければな

らない。

２　登録有形文化財の所有者は、当該登録有形文化財の適切な

管理のため必要があるときは、第百九十二条の二第一項に規定

する文化財保存活用支援団体その他の適当な者を専ら自己に代

わり当該登録有形文化財の管理の責めに任ずべき者（以下この

節において「管理責任者」という。）に選任することができる。

３　文化庁長官は、登録有形文化財について、所有者が判明

せず、又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難

若しくは不適当であることが明らかである旨の関係地方公共団

体の申出があつた場合には、関係地方公共団体の意見を聴いて、

適当な地方公共団体その他の法人を、当該登録有形文化財の保

存のため必要な管理（当該登録有形文化財の保存のため必要な

施設、設備その他の物件で当該登録有形文化財の所有者の所有

又は管理に属するものの管理を含む。）を行う団体（以下この節

において「管理団体」という。）に指定することができる。

４　登録有形文化財の管理には、第三十一条第三項、第三十二

条、第三十二条の二第二項から第五項まで、第三十二条の三及

び第三十二条の四の規定を準用する。

５　登録有形文化財の管理責任者及び管理団体には、第一項の

規定を準用する。

（登録有形文化財の滅失、き損等）

第六十一条　登録有形文化財の全部又は一部が滅失し、若し

くはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、

所有者（管理責任者又は管理団体がある場合は、その者）は、

文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、その事実

を知つた日から十日以内に文化庁長官に届け出なければならな

い。

（登録有形文化財の所在の変更）

第六十二条　登録有形文化財の所在の場所を変更しようとする

ときは、登録有形文化財の所有者（管理責任者又は管理団体が

ある場合は、その者）は、文部科学省令の定める事項を記載し

た書面をもつて、所在の場所を変更しようとする日の二十日前

までに、登録証を添えて、文化庁長官に届け出なければならない。

ただし、文部科学省令で定める場合には、届出を要せず、若し

くは届出の際登録証の添付を要せず、又は文部科学省令で定め

るところにより所在の場所を変更した後届け出ることをもつて

足りる。

（登録有形文化財の修理）

第六十三条　登録有形文化財の修理は、所有者が行うものとす
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る。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。

２　管理団体が修理を行う場合には、第三十二条の二第五項、

第三十二条の四及び第三十四条の三第一項の規定を準用する。

（登録有形文化財の現状変更の届出等）

第六十四条　登録有形文化財に関しその現状を変更しようとす

る者は、現状を変更しようとする日の三十日前までに、文部科

学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出な

ければならない。ただし、維持の措置若しくは非常災害のため

に必要な応急措置又は他の法令の規定による現状変更を内容と

する命令に基づく措置を執る場合は、この限りでない。

２　前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省

令で定める。

３　登録有形文化財の保護上必要があると認めるときは、文化

庁長官は、第一項の届出に係る登録有形文化財の現状変更に関

し必要な指導、助言又は勧告をすることができる。

（登録有形文化財の輸出の届出）

第六十五条　登録有形文化財を輸出しようとする者は、輸出し

ようとする日の三十日前までに、文部科学省令で定めるところ

により、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

２　登録有形文化財の保護上必要があると認めるときは、文化

庁長官は、前項の届出に係る登録有形文化財の輸出に関し必要

な指導、助言又は勧告をすることができる。

（登録有形文化財の管理又は修理に関する技術的指導）

第六十六条　登録有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団

体は、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官に登録

有形文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求めることがで

きる。

（登録有形文化財の公開）

第六十七条　登録有形文化財の公開は、所有者が行うものとす

る。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。

２　前項の規定は、登録有形文化財の所有者及び管理団体以外

の者が、所有者（管理団体がある場合は、その者）の同意を得て、

登録有形文化財を公開の用に供することを妨げるものではない。

３　管理団体が行う登録有形文化財の公開には、第四十七条の

二第三項の規定を準用する。

４　登録有形文化財の活用上必要があると認めるときは、文化

庁長官は、登録有形文化財の所有者又は管理団体に対し、登録

有形文化財の公開及び当該公開に係る登録有形文化財の管理に

関し、必要な指導又は助言をすることができる。

（登録有形文化財保存活用計画の認定）

第六十七条の二　登録有形文化財の所有者（管理団体がある場

合は、その者）は、文部科学省令で定めるところにより、登録

有形文化財の保存及び活用に関する計画（以下「登録有形文化

財保存活用計画」という。）を作成し、文化庁長官の認定を申請

することができる。

２　登録有形文化財保存活用計画には、次に掲げる事項を記載

するものとする。

一　当該登録有形文化財の名称及び所在の場所

二　当該登録有形文化財の保存及び活用のために行う具体的な

措置の内容

三　計画期間

四　その他文部科学省令で定める事項

３　前項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載する

ことができる。

一　当該登録有形文化財の現状変更に関する事項

二　当該登録有形文化財（建造物であるものを除く。次項第五

号において同じ。）のうち世界文化の見地から歴史上、芸術上又

は学術上特に優れた価値を有するものの公開を目的とする寄託

契約に関する事項

４　文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場

合において、その登録有形文化財保存活用計画が次の各号のい

ずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をする

ものとする。

一　当該登録有形文化財保存活用計画の実施が当該登録有形文

化財の保存及び活用に寄与するものであると認められること。

二　円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

三　第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大綱又

は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域

計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであ

ること。

四　当該登録有形文化財保存活用計画に前項第一号に掲げる事

項が記載されている場合には、その内容が登録有形文化財の現

状変更を適切に行うために必要なものとして文部科学省令で定

める基準に適合するものであること。

五　当該登録有形文化財保存活用計画に前項第二号に掲げる事

項が記載されている場合には、当該寄託契約の内容が登録有形

文化財の公開を適切かつ確実に行うために必要なものとして文

部科学省令で定める基準に適合するものであること。

５　文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その

旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。

（認定を受けた登録有形文化財保存活用計画の変更）

第六十七条の三　前条第四項の認定を受けた登録有形文化財の

所有者又は管理団体は、当該認定を受けた登録有形文化財保存活

用計画の変更（文部科学省令で定める軽微な変更を除く。）をし

ようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。

２　前条第四項及び第五項の規定は、前項の認定について準用

する。

（現状変更の届出の特例）

第六十七条の四　第六十七条の二第三項第一号に掲げる事項が

記載された登録有形文化財保存活用計画が同条第四項の認定（前

条第一項の変更の認定を含む。以下この節及び第百五十三条第二

項第七号において同じ。）を受けた場合において、当該登録有形

文化財の現状変更をその記載された事項の内容に即して行うに当

たり、第六十四条第一項の規定による届出を行わなければならな

いときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更が終了した後

遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文化庁

長官に届け出ることをもつて足りる。

（認定登録有形文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の

徴収）

第六十七条の五　文化庁長官は、第六十七条の二第四項の認定

を受けた登録有形文化財の所有者又は管理団体に対し、当該認定

を受けた登録有形文化財保存活用計画（変更があつたときは、そ

の変更後のもの。次条第一項及び第六十七条の七において「認定

登録有形文化財保存活用計画」という。）の実施の状況について

報告を求めることができる。

（認定の取消し）

第六十七条の六　文化庁長官は、認定登録有形文化財保存活用

計画が第六十七条の二第四項各号のいずれかに適合しなくなつた

と認めるときは、その認定を取り消すことができる。

２　文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したときは、

遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければな

らない。

（所有者等への指導又は助言）

第六十七条の七　都道府県及び市町村の教育委員会は、登録有

形文化財の所有者又は管理団体の求めに応じ、登録有形文化財保

存活用計画の作成及び認定登録有形文化財保存活用計画の円滑か

つ確実な実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。

２　文化庁長官は、登録有形文化財の所有者又は管理団体の求

めに応じ、登録有形文化財保存活用計画の作成及び認定登録有形

文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は

助言をするように努めなければならない。

（登録有形文化財の現状等の報告）

第六十八条　文化庁長官は、必要があると認めるときは、登録

有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、登録有形

文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めるこ

とができる。

（所有者変更に伴う登録証の引渡し）

第六十九条　登録有形文化財の所有者が変更したときは、旧所

有者は、当該登録有形文化財の引渡しと同時にその登録証を新所

有者に引き渡さなければならない。

（略）

第十一章　文化審議会への諮問

第百五十三条　文部科学大臣は、次に掲げる事項については、

あらかじめ、文化審議会に諮問しなければならない。

一　（略）

二　登録有形文化財の登録及びその登録の抹消（第五十九条第

一項又は第二項の規定による登録の抹消を除く。）

三～十六　（略）

２　文化庁長官は、次に掲げる事項については、あらかじめ、

文化審議会に諮問しなければならない。

一～六　（略）

七　登録有形文化財保存活用計画の第六十七条の二第四項の認

第百八十四条第一項第二号に掲げる事務に係るものに限る。）

八～二十九（略）

第十二章　補則

第二節　国に関する特例

（登録有形文化財等についての国に関する特例）

第百七十八条　国の所有に属する有形文化財又は有形の民俗文

化財について第五十七条第一項又は第九十条第一項の規定による

登録をしたときは、第五十八条第一項又は第三項（これらの規定

を第九十条第三項で準用する場合を含む。）の規定により所有者

に対して行うべき通知又は登録証の交付は、当該登録有形文化財

又は登録有形民俗文化財を管理する各省各庁の長に対して行うも

のとする。

２　国の所有に属する登録有形文化財又は登録有形民俗文化財

について、第五十九条第一項から第三項まで（これらの規定を第

九十条第三項で準用する場合を含む。）の規定による登録の抹消

をしたときは、第五十九条第四項（第九十条第三項で準用する場
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合を含む。）の規定により所有者に対して行うべき通知は、当該

登録有形文化財又は登録有形民俗文化財を管理する各省各庁の長

に対して行うものとする。この場合においては、当該各省各庁の

長は、直ちに登録証を文部科学大臣に返付しなければならない。

第百七十九条　次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、文

部科学大臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない。

一　登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は登録記念物を取

得したとき。

二　登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は登録記念物の所

管換えを受け、又は所属替えをしたとき。

三　所管に属する登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は登

録記念物の全部又は一部が滅失し、き損し、若しくは衰亡し、又

はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。

四　所管に属する登録有形文化財又は登録有形民俗文化財の所

在の場所を変更しようとするとき。

五　登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は登録記念物の現

状を変更しようとするとき。

六　所管に属する登録有形文化財又は登録有形民俗文化財を輸

出しようとするとき。

七　所管に属する登録記念物の所在する土地について、その土

地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたとき。

２　各省各庁の長以外の国の機関が登録有形文化財、登録有形

民俗文化財又は登録記念物の現状を変更しようとするときは、文

化庁長官に通知しなければならない。

３　第一項第一号及び第二号に掲げる場合に係る通知には第

三十二条第一項の規定を、第一項第三号に掲げる場合に係る通知

には第三十三条又は第六十一条（第九十条第三項で準用する場合

を含む。）の規定を、第一項第四号に掲げる場合に係る通知には

第六十二条（第九十条第三項で準用する場合を含む。）の規定を、

第一項第五号及び前項に規定する場合に係る通知には第六十四

条第一項（第九十条第三項及び第百三十三条で準用する場合を

含む。）の規定を、第一項第六号に掲げる場合に係る通知には第

六十五条第一項（第九十条第三項で準用する場合を含む。）の規

定を、第一項第七号に掲げる場合に係る通知には第百十五条第二

項の規定を準用する。

４　第一項第五号及び第二項に規定する現状変更については、

第六十四条第一項ただし書及び第二項の規定を準用する。

５　登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は登録記念物の保

護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、第一項第五号又

は第二項に規定する現状変更に関し、文部科学大臣を通じ関係各

省各庁の長に対し、又は各省各庁の長以外の国の機関に対して意

見を述べることができる。

第百七十九条の二　国の所有に属する登録有形文化財、登録有

形民俗文化財又は登録記念物を管理する各省各庁の長は、文部科

学省令で定めるところにより、登録有形文化財保存活用計画、登

録有形民俗文化財保存活用計画又は登録記念物保存活用計画を作

成し、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めることができ

る。

２　文化庁長官は、前項の規定による同意の求めがあつた場合

において、その登録有形文化財保存活用計画、登録有形民俗文化

財保存活用計画又は登録記念物保存活用計画がそれぞれ第六十七

条の二第四項各号、第九十条の二第四項各号又は第百三十三条の

二第四項各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、

その同意をするものとする。

第百七十九条の三　前条第二項の同意を得た各省各庁の長は、

当該同意を得た登録有形文化財保存活用計画、登録有形民俗文化

財保存活用計画又は登録記念物保存活用計画の変更（文部科学省

令で定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、文部科

学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなければならない。

２　前条第二項の規定は、前項の同意について準用する。

第百七十九条の四　第六十七条の二第三項第一号に掲げる事項

が記載された登録有形文化財保存活用計画、第九十条の二第三項

に規定する事項が記載された登録有形民俗文化財保存活用計画又

は第百三十三条の二第三項に規定する事項が記載された登録記念

物保存活用計画について第百七十九条の二第二項の同意（前条第

一項の変更の同意を含む。次条において同じ。）を得た場合にお

いて、当該登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は登録記念物

の現状変更をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、

第百七十九条第一項（第五号に係る部分に限る。）の規定による

通知をしなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当

該現状変更が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところ

により、その旨を文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知すること

をもつて足りる。

第百七十九条の五　文部科学大臣は、第百七十九条の二第二項

の同意を得た各省各庁の長に対し、当該同意を得た登録有形文化

財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画又は登録記念

物保存活用計画（いずれも変更があつたときは、その変更後のも

の）の実施の状況について報告を求めることができる。

第百八十条　文部科学大臣は、国の所有に属する登録有形文化

財、登録有形民俗文化財又は登録記念物に関する状況を確認する

ため必要があると認めるときは、関係各省各庁の長に対し調査

のため必要な報告を求めることができる。

第百八十一条　国の所有に属する登録有形文化財又は登録有

形民俗文化財については、第六十条第三項から第五項まで、第

六十三条第二項及び第六十七条第三項（これらの規定を第九十

条第三項で準用する場合を含む。）の規定は、適用しない。

２　国の所有に属する登録記念物については、第百三十三条で

準用する第百十三条から第百十八条までの規定は、適用しない。

（認定市町村の教育委員会による文化財の登録の提案）

第百八十三条の五　認定市町村の教育委員会は、第百八十三条

の三第五項の認定（前条第一項の変更の認定を含む。第百八十三

条の七第一項及び第二項において同じ。）を受けた文化財保存活

用地域計画（変更があつたときは、その変更後のもの。以下こ

の節及び第百九十二条の六において「認定文化財保存活用地域

計画」という。）の計画期間内に限り、当該認定市町村の区域内

に存する文化財であつて第五十七条第一項、第七十六条の七第

一項、第九十条第一項、第九十条の五第一項又は第百三十二条

第一項の規定により登録されることが適当であると思料するも

のがあるときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科

学大臣に対し、当該文化財を文化財登録原簿に登録することを

提案することができる。

２　認定市町村の教育委員会は、前項の規定による提案をしよ

うとするときは、あらかじめ、地方文化財保護審議会の意見を

聴かなければならない。

３　文部科学大臣は、第一項の規定による提案が行われた場

合において、当該提案に係る文化財について第五十七条第一項、

第七十六条の七第一項、第九十条第一項、第九十条の五第一項

又は第百三十二条第一項の規定による登録をしないこととした

ときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該提案をした認定

市町村の教育委員会に通知しなければならない。

（文部科学大臣又は文化庁長官に対する意見具申）

第百八十九条　都道府県及び市町村の教育委員会は、当該都道

府県又は市町村の区域内に存する文化財の保存及び活用に関し、

文部科学大臣又は文化庁長官に対して意見を具申することがで

きる。
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1-2  登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則

(平成八年文部省令第二十九号 )

最終改正：平成三一年三月二九日文部科学省令第七号

文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）の規定に基づ

き、及び同法を実施するため、登録有形文化財に係る登録手続及

び届出書等に関する規則を次のように定める。

目次

第一章　文化財登録原簿及び登録証（第一条―第四条）

第二章　管理に関する届出書（第五条―第十三条）

第三章　現状変更及び輸出に関する届出書等（第十四条―第

二十一条）

附則

第一章　文化財登録原簿及び登録証

（文化財登録原簿の記載事項）

第一条　文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号。以下

「法」という。）第五十七条の文化財登録原簿には、次に掲げる事

項を記載するものとする。

一　登録有形文化財の名称及び員数

二　登録年月日及び登録番号

三　登録有形文化財の所在の場所

四　所有者の氏名又は名称及び住所

五　登録有形文化財が建造物であるときは、その構造、形式及

び大きさ並びに建設の年代又は時代

六　登録有形文化財が建造物以外のものであるときは、その寸

法、重量、材質その他の特徴

七　その他参考となるべき事項

（登録証の記載事項）

第二条　法第五十八条の登録証には、次に掲げる事項を記載す

るものとする。

一　登録有形文化財の名称及び員数

二　登録年月日及び登録番号

三　登録有形文化財の所在の場所

四　所有者の氏名又は名称及び住所

五　登録有形文化財が建造物であるときは、その構造、形式及

び大きさ

六　登録有形文化財が建造物以外のものであるときは、その寸

法、重量、材質その他の特徴

（登録証の形式）

第三条　登録証の形式は、別記様式のとおりとする。

（登録証の再交付）

第四条　登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅

失し、若しくは破損した場合には、その再交付を申請することが

できる。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる

書類又は破損した登録証を添えなければならない。

第二章　管理に関する届出書

（管理責任者選任の届出書の記載事項）

第五条　法第六十条第二項の規定による管理責任者を選任した

ときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一　登録有形文化財の名称及び員数

二　登録年月日及び登録番号

三　登録有形文化財の登録証記載の所在の場所（現在の所在の

場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。）

四　所有者の氏名又は名称及び住所

五　管理責任者の氏名又は名称及び住所

六　選任の年月日

七　選任の事由

八　その他参考となるべき事項

（管理責任者解任の届出書の記載事項）

第六条　法第六十条第四項において準用する法第三十一条第三

項の規定による管理責任者を解任したときの届出の書面には、次

に掲げる事項を記載するものとする。

一　登録有形文化財の名称及び員数

二　登録年月日及び登録番号

三　登録有形文化財の登録証記載の所在の場所（現在の所在の

場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。）

四　所有者の氏名又は名称及び住所

五　管理責任者の氏名又は名称及び住所

六　解任の年月日

七　解任の事由

八　新管理責任者の選任に関する見込みその他参考となるべき

事項

（所有者変更の届出書の記載事項等）

第七条　法第六十条第四項において準用する法第三十二条第一

項の規定による所有者が変更したときの届出の書面には、次に掲

げる事項を記載するものとする。

一　登録有形文化財の名称及び員数

二　登録年月日及び登録番号

三　登録有形文化財の登録証記載の所在の場所（現在の所在の

場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。）

四　旧所有者の氏名又は名称及び住所

五　新所有者の氏名又は名称及び住所

六　変更の年月日

七　変更の事由

八　その他参考となるべき事項

２　前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えなけ

ればならない。

（管理責任者変更の届出書の記載事項）

第八条　法第六十条第四項において準用する法第三十二条第二

項の規定による管理責任者を変更したときの届出の書面には、次

に掲げる事項を記載するものとする。

一　登録有形文化財の名称及び員数

二　登録年月日及び登録番号

三　登録有形文化財の登録証記載の所在の場所（現在の所在の

場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。）

四　所有者の氏名又は名称及び住所

五　旧管理責任者の氏名又は名称及び住所

六　新管理責任者の氏名又は名称及び住所

七　変更の年月日

八　変更の事由

九　その他参考となるべき事項

（所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届

出書の記載事項）

第九条　法第六十条第四項の規定において準用する法第三十二

条第三項の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称

又は住所を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記

載するものとする。

一　登録有形文化財の名称及び員数

二　登録年月日及び登録番号

三　登録有形文化財の登録証記載の所在の場所（現在の所在の

場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。）

四　変更前の氏名又は名称及び住所

五　変更後の氏名又は名称及び住所

六　変更の年月日

七　その他参考となるべき事項

（滅失、毀損等の届出書の記載事項）

第十条　法第六十一条の規定による登録有形文化財の全部又は

一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗

み取られたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するも

のとする。

一　登録有形文化財の名称及び員数

二　登録年月日及び登録番号

三　登録有形文化財の登録証記載の所在の場所（現在の所在の

場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。）

四　所有者の氏名又は名称及び住所

五　管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

六　管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

七　滅失、毀損、亡失又は盗難（以下「滅失、毀損等」という。）

の事実の生じた日時及び場所

八　滅失、毀損等の原因並びに毀損の場合は、その箇所及び程

度

九　滅失、毀損等の事実を知った日

十　滅失、毀損等の事実を知った後に執られた措置その他参考

となるべき事項

（所在の場所変更の届出書の記載事項等）

第十一条　法第六十二条の規定による登録有形文化財の所在の

場所を変更しようとするときの届出の書面には、次に掲げる事項

を記載するものとする。

一　登録有形文化財の名称及び員数

二　登録年月日及び登録番号

三　所有者の氏名又は名称及び住所

四　管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

五　管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

六　現在の所在の場所（登録証記載の所在の場所と異なる場合

は、登録証記載の場所を併記するものとする。）

七　変更後の所在の場所

八　変更しようとする年月日

九　変更しようとする事由

十　現在の所在の場所に復すること又は現在の所在の場所が登

録証記載の所在の場所と異なる場合において当該登録証記載の場

所に復することが明らかな場合は、その旨及び時期

十一　その他参考となるべき事項
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２　前項第十号の時期を変更したときは、その旨を文化庁長官

に届け出なければならない。

（所在の場所変更の届出を要しない場合等）

第十二条　法第六十二条ただし書の規定により登録有形文化財

の所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号の

いずれかに該当する場合とする。

一　法第六十四条第一項の規定による届出をして行う現状変更

のために所在の場所を変更しようとするとき。

二　法第六十五条第一項の規定による届出をして行う輸出のた

めに所在の場所を変更しようとするとき。

三　法第六十二条の規定による届出をして所在の場所を変更し

た後、当該届出の書面に記載した前条第一項第十号の時期（同条

第二項の規定により変更の届出をしたときは、その時期）におい

て、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を

変更しようとするとき及び前二号に掲げる所在の場所の変更をし

た後、変更前の所在の場所又は登録証記載の所在の場所に復する

ために所在の場所を変更しようとするとき。

四　公衆の観覧に供するために所在の場所を変更しようとする

とき。

五　前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変

更の期間が六十日を超えないとき。

２　法第六十二条ただし書の規定により登録有形文化財の所在

の場所の変更について届出の際登録証の添付を要しない場合は、

所在の場所を変更した後一年以内に現在の所在の場所又は登録証

記載の所在の場所に復することが明らかな場合とする。

３　法第六十二条ただし書の規定により登録有形文化財の所在

の場所の変更について所在の場所を変更した後届け出ることを

もって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変

更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得な

い事由がある場合とする。

４　前項の届出は、前条第一項第一号から第七号までに掲げる

事項並びに所在の場所を変更した年月日及びその事由その他参考

となるべき事項を記載した書面をもって、所在の場所を変更した

後二十日以内に行わなければならない。

（国の所有に属する登録有形文化財の管理に関する通知書の記

載事項等）

第十三条　国の所有に属する登録有形文化財の管理に関する通

知の書面については、法第百七十九条第一項第一号及び第二号の

場合に係るときは第七条の規定を、法第百七十九条第一項第三号

の場合に係るときは第十条の規定を、法第百七十九条第一項第四

号の場合に係るときは第十一条の規定を準用する。

２　法第百七十九条第三項において準用する法第六十二条ただ

し書の規定により通知を要しない場合は、次の各号のいずれかに

該当する場合とする。

一　法第百七十九条第一項第五号の規定による通知をして行う

現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。

二　法第百七十九条第一項第六号の規定による通知をして行う

輸出のために所在の場所を変更しようとするとき。

三　法第百七十九条第一項第四号の規定による通知をして所在

の場所を変更した後、当該通知の書面に記載した前項において準

用する第十一条第一項第十号の時期（前項において準用する同条

第二項の規定により通知をしたときは、その時期）において、復

することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更し

ようとするとき及び前二号に掲げる所在の場所の変更をした後、

変更前の所在の場所又は登録証記載の所在の場所に復するために

所在の場所を変更しようとするとき。

四　公衆の観覧に供するために所在の場所を変更しようとする

とき。

五　前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変

更の期間が六十日を超えないとき。

３　法第百七十九条第三項において準用する法第六十二条ただ

し書の規定により通知の際登録証の添付を要しない場合は、前条

第二項の場合とする。

４　法第百七十九条第三項において準用する法第六十二条ただ

し書の規定により所在の場所を変更した後通知することをもって

足りる場合は、前条第三項の場合とする。この場合には、同条第

四項の規定を準用する。

第三章　現状変更及び輸出に関する届出書等

（現状変更の届出）

第十四条　法第六十四条第一項の規定による現状変更の届出

は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。

一　登録有形文化財の名称及び員数

二　登録年月日及び登録番号

三　登録有形文化財の登録証記載の所在の場所（現在の所在の

場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。）

四　所有者の氏名又は名称及び住所

五　管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

六　管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

七　届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ

の代表者の氏名

八　現状変更を必要とする理由

九　現状変更の内容及び実施の方法

十　登録有形文化財が建造物である場合において、移築を行う

ときは、移築後の所在の場所

十一　登録有形文化財が建造物以外のものである場合におい

て、現状変更のために所在の場所を変更するときは、変更後の

所在の場所並びに現状変更の終了後復すべき所在の場所及びそ

の時期

十二　現状変更の着手及び終了の予定時期

十三　現状変更に係る工事その他の行為の施行者の氏名又は名

称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

十四　その他参考となるべき事項

（現状変更の届出書の添付書類等）

第十五条　前条の届出の書面には、次に掲げる書類、図面及び

写真を添えなければならない。

一　現状変更の設計仕様書及び設計図

二　現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図

三　届出者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書

四　管理責任者がある場合において、届出者が管理責任者以外

の者であるときは、管理責任者の意見書

五　管理団体がある場合において、届出者が管理団体以外の者

であるときは、管理団体の意見書

（届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更）

第十六条　第十四条の届出の書面又は前条の書類、図面若しく

は写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、

あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

（維持の措置の範囲）

第十七条　現状変更のうち次の各号に掲げる場合は、法第

六十四条第一項ただし書の維持の措置の範囲に該当するものと

する。

一　登録有形文化財が建造物であるときは、登録当時の原状（登

録後において現状変更の届出を行ったものについては、当該現

状変更後の原状）の通常望見できる外観を損なう範囲が当該外

観の四分の一以下である場合（移築の場合を除く。）

二　登録有形文化財が建造物以外のものであるときは、当該

登録有形文化財がき損している場合において、その価値に著し

い影響を及ぼすことなく当該登録有形文化財をその登録当時の

原状（登録後において現状変更の届出を行ったものについては、

当該現状変更後の原状）に復する場合

三　登録有形文化財がき損している又はき損することが明らか

に予見される場合において、当該き損の拡大又は発生を防止す

るため応急の措置をする場合

（輸出の届出）

第十八条　法第六十五条第一項の規定による輸出の届出は、次

に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。

一　登録有形文化財の名称及び員数

二　登録年月日及び登録番号

三　管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

四　届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ

の代表者の氏名

五　輸出を必要とする理由

六　輸出の時期又は期間

七　輸出における輸送方法

八　その他参考となるべき事項

（輸出の届出書の添付書類等）

第十九条　前条の届出の書面には、次に掲げる書類を添えるも

のとする。

一　登録有形文化財の写真

二　輸出を必要とする理由を証するに足りる資料があるとき

は、その資料

三　届出者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

四　管理団体がある場合において、届出者が管理団体以外の者

であるときは、管理団体の承諾書

五　その他参考となるべき資料

（国の機関による現状変更等）

第二十条　各省各庁の長その他の国の機関が、登録有形文化

財の現状変更又は輸出について、法第百七十九条第一項第五号

若しくは第六号又は第二項の規定により通知する場合には、第

十四条から第十六条まで並びに第十八条及び第十九条の規定を

準用する。

２　法第百七十九条第四項において準用する法第六十四条第一

項ただし書の維持の措置の範囲については、第十七条の規定を

準用する。

（技術的指導を求める場合の書面の記載事項）

第二十一条　法第六十六条の規定により登録有形文化財の管理

又は修理に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項

を記載した書面をもって行うものとする。

一　登録有形文化財の名称及び員数

二　登録年月日及び登録番号

三　登録有形文化財の登録証記載の所在の場所（現在の所在の
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場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。）

四　所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ

の代表者の氏名

五　管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

六　管理団体がある場合は、その名称及び代表者の氏名並びに

事務所の所在地

七　技術的指導を必要とする理由

八　その他参考となるべき事項

附　則

この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律（平成八年法

律第六十六号）の施行の日（平成八年十月一日）から施行する。

附　則　（平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一

年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行

する。

附　則　（平成一七年三月二八日文部科学省令第七号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に交付されているこの省令によ

る改正前の別記様式による登録証は、この省令による改正後の別

記様式による登録証とみなす。

附　則　（平成三一年三月二九日文部科学省令第七号）

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。


